
昭
和
四
十
三
年
運
輸
省
令
第
五
十
八
号

大
気
汚
染
防
止
法
第
二
条
第
十
七
項
の
自
動
車
及

び
原
動
機
付
自
転
車
を
定
め
る
省
令

大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
七

号
）
第
二
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
気
汚
染
防
止

法
第
二
条
第
六
項
の
自
動
車
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

第
一
条
　
大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九

十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
十
七
項

の
環
境
省
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、
道
路
運
送
車
両
法

施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）

第
二
条
に
規
定
す
る
普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
、
軽

自
動
車
、
大
型
特
殊
自
動
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
で

あ
つ
て
、
ガ
ソ
リ
ン
、
軽
油
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
（
プ

ロ
パ
ン
・
ガ
ス
又
は
ブ
タ
ン
・
ガ
ス
を
主
成
分
と
す
る

液
化
ガ
ス
を
い
う
。
）
を
燃
料
と
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
　
法
第
二
条
第
十
七
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
原

動
機
付
自
転
車
は
、
ガ
ソ
リ
ン
を
燃
料
と
す
る
原
動
機

付
自
転
車
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
大
気
汚
染
防
止
法
の
施
行
の
日
（
昭

和
四
十
三
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
七
月
二
三
日
運
輸
省
令

第
六
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
六
年
七
月
一
日
総
理
府
令
第

四
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
三
月
二
九
日
総
理
府
令

第
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
七
日
総
理
府
令
第

一
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
一
四
日
総
理
府
令

第
九
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
従
前
の
環

境
庁
の
臨
時
水
俣
病
認
定
審
査
会
の
委
員
で
あ
る
者
の

任
期
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
臨
時
水
俣

病
認
定
審
査
会
の
組
織
等
に
関
す
る
総
理
府
令
第
二
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
日
に
満
了
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
八
月
三
日
環
境
省
令
第

二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
五
月
二
七
日
環
境
省
令

第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
三
〇
日
環
境
省
令

第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
七
年
六
月
二
四
日
環
境
省
令

第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
四
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
〇
月
一
五
日
環
境
省
令

第
二
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
大
気
汚
染
防
止
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
二
条
及
び
第
六
条
の
規
定
　
令
和
四
年
四
月

一
日

二
　
第
三
条
及
び
第
七
条
の
規
定
　
令
和
五
年
十
月

一
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
気
汚
染
防

止
法
施
行
規
則
第
十
条
の
四
、
第
十
六
条
の
四
か
ら
第

十
六
条
の
十
六
ま
で
及
び
別
表
第
七
の
規
定
は
、
こ
の

省
令
の
施
行
の
日
（
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
を
経
過
す
る
日
以
後
に

着
手
す
る
解
体
等
工
事
（
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
大

気
汚
染
防
止
法
第
十
八
条
の
十
五
第
一
項
又
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作

業
に
係
る
解
体
等
工
事
で
あ
っ
て
、
同
日
前
に
着
手
し

て
い
な
い
も
の
（
以
下
「
届
出
が
さ
れ
た
未
着
手
の
工

事
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日

前
に
着
手
し
た
解
体
等
工
事
（
届
出
が
さ
れ
た
未
着
手

の
工
事
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
た
解
体
等
工
事
に
係
る
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業

の
実
施
の
届
出
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

大
気
汚
染
防
止
法
施
行
規
則
第
十
条
の
四
第
一
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

様
式
第
三
の
四
に
よ
る
届
出
書
に
よ
っ
て
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
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